
 

遺
伝
研
坂
下
の
交
差
点
に

つ
い
て
は
、
三
島
警
察
署
お
よ

び
道
路
管
理
者
と
現
場
確
認
な

ど
を
実
施
し
、
交
差
点
内
の
安

全
を
確
保
で
き
る
よ
う
検
討
し

て
い
く
。
ま
た
、
運
転
者
の
マ

ナ
ー
向
上
も
重
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
引
き
続
き
、
関
係
団
体

の
協
力
を
い
た
だ
き
、
交
通
安

全
意
識
の
高
揚
に
努
め
て
い
く
。

加
齢
性
難
聴
者
へ
の
補
聴
器
購
入
費
補
助
の
創
設
を

 

加
齢
性
難
聴
に
よ
る
認
知
症
は
補
聴
器
装
用
に
よ
り
低

減
で
き
る
が
、
補
聴
器
は
高
額
で
あ
る
。
購
入
費
の
補
助
を

検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

 

高
齢
者
の
補
聴
器
の
使
用
を
促
進
す
る
必
要
性
は
感
じ

て
い
る
が
、
そ
の
効
果
検
証
や
年
齢
要
件
、
所
得
制
限
な
ど

の
基
準
設
定
等
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
の
課
題
を
踏
ま
え
、
効
果
を
検
証
す
る
よ
う
な
試
み
に
つ

い
て
調
査
研
究
す
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
他
の
研
究
機
関

の
事
例
収
集
に
努
め
る
。

歩
行
者
や
運
転
者
の
安
全
意
識
の
高
揚
に
向
け
て

 
遺
伝
研
坂
下
交
差
点
は
歩
道
も
車
道
も
狭
い
。
多
く
の

子
ど
も
が
登
下
校
す
る
こ
と
か
ら
、
今
以
上
の
安
全
対
策
が

必
要
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

災
害
救
助
法
適
用
な
ど
、
昨
今
の
災
害
対
応

 

災
害
発
生
の
恐
れ
が
あ
る
段
階
で
の
災
害
救
助
法
適
用

に
つ
い
て
、
基
準
や
手
続
き
、
早
期
適
用
の
重
要
性
を
踏
ま

え
、
ど
う
考
え
る
か
見
解
を
伺
う
。

 

大
規
模
地
震
の
切
迫
性
が
叫
ば
れ
る
中
、
風
水
害
も
頻

発
化
・
激
甚
化
し
て
お
り
、
今
後
も
災
害
救
助
法
の
適
用
が

あ
り
得
る
も
の
と
想
定
し
、
災
害
救
助
法
の
適
用
要
件
や
支

援
内
容
、
適
用
さ
れ
た
場
合
の
事
務
処
理
等
に
関
し
、
関
係

課
で
事
前
把
握
に
努
め
、
公
助
の
強
化
に
つ
な
げ
た
い
と
考

え
て
い
る
。

 

次
期
一
人
一
台
端
末
は
、
現
在
使
用
し
て
い
る
Ｌ
Ｔ
Ｅ

通
信
モ
デ
ル
の
ｉ
Ｐ
ａ
ｄ
の
最
新

機
種
を
、
令
和
８
年
４
月
か
ら
５

年
間
導
入
す
る
予
定
で
あ
る
。
Ｗ

ｉ

－

Ｆ
ｉ
環
境
を
気
に
せ
ず
屋
外

で
も
児
童
生
徒
の
主
体
的
な
活
動

が
実
現
可
能
に
な
っ
た
こ
と
は
Ｌ

Ｔ
Ｅ
通
信
の
良
さ
と
考
え
て
い
る
。

第
２
期
の
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
に
向
け
て

 

一
人
一
台
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
貸
与
す
る
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー

ル
構
想
が
6
年
目
を
迎
え
る
。
今
後
の
導
入
計
画
や
機
種
選

定
お
よ
び
Ｌ
Ｔ
Ｅ
機
能
の
導
入
効
果
を
伺
う
。

 

通
学
路
の
安
全
確
保
を
図
る
た
め
、
今
後
、
比
較
的
曇

り
に
く
い
強
化
ガ
ラ
ス
製
な
ど
の
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
を
設
置
す

る
際
に
は
、
通
学
路
等
安
全
対
策
会
議
で
検
討
し
た
危
険
箇

所
へ
の
設
置
を
考
え
て
い
く
。

三
島
市
の
農
業
施
策

 

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
改
正
法
が
令
和
６
年
５

月
29
日
に
成
立
し
た
が
、
今
後
の
三
島
市
の
農
業
の
位
置
付

け
に
つ
い
て
伺
う
。

 

現
代
農
業
の
課
題
に
対

す
る
国
の
方
針
が
示
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
今
後
の
国
の
施

策
や
動
向
を
注
視
し
つ
つ
、

三
島
市
の
課
題
解
決
を
図
る
。

三
島
の
農
畜
産
物
や
料
理
等

の
フ
ァ
ン
の
増
加
に
向
け
、

市
民
、
農
業
・
観
光
・
商
工
関
係
者
と
連
携
し
て
取
り
組
み
、

三
島
市
の
農
業
の
更
な
る
発
展
を
図
る
。

通
学
路
の
安
全
確
保

 

通
学
路
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
、
冬
場
に
曇
ら
な

い
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
の
設
置
が
必
要
と
考
え
る
が
、
認
識
を
伺

う
。

村
田
　
耕
一
　

（
公
明
）

市
営
中
央
駐
車
場
の
今
後

 

市
営
中
央
駐
車
場
は
民
間
売
却
の
方
針
と
し
て
い
る

が
、
公
用
車
約
40
台
の
定
期
収
入
が
な
く
な
り
赤
字
化
が
心

配
さ
れ
る
が
、
今
後
ど
う
す
る
の
か
。

 

市
営
中
央
駐
車
場
は
新
庁
舎
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
の
間

は
、
駐
車
場
機
能
の
維
持
を
条
件
に
売
却
の
方
針
と
し
て
い

る
が
、
新
庁
舎
整
備
に
伴
う
ま
ち
な
か
の
賑
わ
い
創
出
の
観

点
か
ら
方
針
の
見
直
し
を
検
討
す
る
。
今
後
、
跡
地
等
の
基

本
構
想
の
策
定
に
合
わ
せ
て
市
場
性
の
把
握
や
、
関
係
団
体

等
か
ら
の
意
見
な
ど
を
伺
っ
て
い
く
。

 

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
核
で

も
あ
る
学
校
の
あ
り
方
に
つ
い
て

は
、
ま
ち
づ
く
り
と
直
接
つ
な
が
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
教
育
委
員
会

と
市
長
部
局
と
の
緊
密
な
連
携
の

下
で
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

今
後
、
市
長
部
局
を
含
め
た
庁
内
検

討
組
織
を
立
ち
上
げ
て
い
き
た
い
。

不
動
産
の
相
続
登
記
義
務
化
に
対
応
す
る
相
談
窓
口

 

法
改
正
に
よ
り
不
動
産
を
相
続
し
た
場
合
の
不
動
産
登

記
が
義
務
化
さ
れ
た
が
、
市
の
専
門
家
に
よ
る
相
談
対
応
の

現
状
は
ど
う
か
。

 

毎
月
2
回
、
第
1
・
第
3
水
曜
日
に
静
岡
県
司
法
書
士

会
三
島
地
区
の
司
法
書
士
に
依
頼
し
、
相
続
・
登
記
相
談
を

実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
不
動
産
相
続
に
関
す
る
相
談
と
し

て
、
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
を
月
4
回
、
静
岡
県
宅
地
建

物
取
引
業
協
会
東
部
支
部
に
よ
る
不
動
産
相
談
を
毎
月
1
回

行
っ
て
い
る
。

少
子
化
の
中
、
教
育
の
あ
り
方
に
向
け
た
取
り
組
み

 

少
子
化
が
さ
ら
に
進
む
状
況
を
踏
ま
え
、
教
育
の
あ
り

方
に
つ
い
て
専
門
家
も
交
え
、
取
り
組
み
を
進
め
る
べ
き
と

考
え
る
が
進
捗
状
況
は
ど
う
か
。　

錦
田
公
民
館
の
機
能
拡
充
と
大
規
模
改
修

障
害
者
扶
養
共
済
制
度
の
普
及
啓
発
へ
の
取
り
組
み

千
貫
樋
の
保
全

 

北
条
氏
・
今
川
氏
・
武
田
氏
の
三
国
同
盟
５
５
０
年
の

生
き
証
人
で
あ
る
千
貫
樋
は
三
島
の
宝
で
あ
る
が
、
当
局
の

認
識
と
取
り
組
み
を
伺
う
。

 

千
貫
樋
は
、
三
島
市
歴
史
的

風
致
維
持
向
上
計
画
に
お
い
て
、

歴
史
的
風
致
形
成
建
造
物
の
指

定
候
補
と
し
て
位
置
付
け
て
お

り
、
今
後
、
所
有
者
や
施
設
の

範
囲
が
特
定
さ
れ
れ
ば
、
指
定

に
向
け
た
具
体
的
な
手
続
き
の

検
討
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

古
長
谷
　
稔

（
改
革
み
し
ま
）

横
山
　
雅
人

（
新
風
会
）

高
齢
者
バ
ス
等
利
用
助
成
金
の
５
千
円
へ
の
増
額
を

障
が
い
者
の
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業一部
所
得
制
限
撤
廃

 

国
は
令
和
６
年
度
か
ら
障
が
い
者
の
補
装
具
費
支
給
制

度
で
18
歳
未
満
の
所
得
制
限
を
撤
廃
し
て
い
る
が
、
日
常
生

活
用
具
給
付
事
業
に
も
適
用
で
き
な
い
か
。

 

今
回
国
が
補
装
具
の
所
得
額
の
上
限
撤
廃
に
至
っ
た
背

景
や
、
平
成
18
年
に
県
が
発
出
し
た
技
術
的
助
言
の
趣
旨
を

踏
ま
え
つ
つ
、
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業
の
上
限
撤
廃
に
つ

い
て
も
、
県
内
他
市
町
の
状
況
な
ど
も
複
合
的
に
精
査
し
な

が
ら
そ
の
必
要
性
を
考
え
て
い
く
。

 

進
学
希
望
の
場
合
は
、
厚
生
労
働
省
発
行
の
進
路
支
援

冊
子
で
大
学
等
の
授
業
料
免
除
な
ど
の
制
度
を
紹
介
す
る
と

共
に
、
生
活
保
護
法
に
よ
り
支
給
す
る
最
大
30
万
円
の
進
学
・

就
職
準
備
給
付
金
に
よ
り
、
新

生
活
を
支
援
し
て
い
る
。
国
の

進
学
支
援
制
度
が
拡
充
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
奨
学
金
の
創
設

は
見
送
り
、
調
査
・
研
究
し
て

い
く
。

生
活
保
護
世
帯
か
ら
大
学
進
学
に
給
付
型
奨
学
金
を

 

生
活
保
護
世
帯
か
ら
世
帯
分
離
し
、
大
学
等
進
学
す
る

子
ど
も
に
つ
い
て
、
既
存
奨
学
金
で
は
到
底
足
り
な
い
。
当

市
独
自
の
給
付
型
奨
学
金
の
創
設
が
で
き
な
い
か
。

野
村
　
諒
子

（
緑
水
会
）

佐
野
　
淳
祥

（
緑
水
会
）

服
部
　
正
平
　

（
日
本
共
産
党
議
員
団
）

災
害
時
協
力
協
定
を
結
ん
だ
事
業
者
へ
の
配
慮
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